
宿泊施設アドバイザー派遣事業

〇 新型コロナウイルス感染症により宿泊業は深刻なダメージを受けており、事業継続、感染症拡大防止対策、新た
な需要の取込みに至るまで、個々の状況に応じて様々な分野での対策が必要。
○ このため、宿泊施設の事業継続や、感染症ガイドラインを踏まえた感染拡大防止の取組、新たなビジネスモデル
構築等に意欲のある宿泊施設に対し、個々の課題解決に向けた多様な分野のアドバイザーを派遣し、事業計画作成
、金融機関との調整、活用可能な補助金の助言・申請支援等を行う。

事業のスキーム

観光庁

事務局
アドバイザー派遣の
総合的な運営支援

委託

希望する取組と
アドバイザーを申請

補助金を
活用して経営を
強化したい。

「宿泊施設の個々の課題にともに向き合うアドバイザーを派遣し様々な取組をサポート」

新しいビジネスに
取り組んでみたい。

たくさんのお客さんに
喜んでもらえる施設に
改修したい。

宿泊施設

取組の実現に適した
アドバイザーを派遣

※ 共同申請可

業務の効率化や
従業員の教育に
力を入れたい。

施設の高付加価値化
に向けた改修

アドバイザー派遣を行う取組（例）

感染症拡大防止への対応事業継続 旅館の食事のデリバリー 地域内の宿泊施設と飲食施設の
連携による泊食分離の実施

・業務効率化や事業継続のための
コンサルティング実施
・金融機関との調整や助成金の
活用・申請のサポート
・従業員への教育、研修
・事業継承

・感染症拡大防止のための設備投資
を行う際の金融機関との調整や
補助金の活用・申請のサポート

・ガイドラインへの対応のため
の従業員等への教育、研修、
アドバイス

・デリバリメニュー開発
のためのアドバイス

・関係法令の手続きのサポート
・関係者との調整

・マーケティング調査
・泊食分離のイベントの企画
やプロモーションの支援
・地域内の宿泊施設や飲食店
との調整

・改修プランの作成
・金融機関との調整や、
各種補助金の活用・
申請のサポート

支援経費①宿泊施設において単独で行う取組:上限10百万円、②宿泊施設が地域の事業者等と共同で行う取組:上限15百万円

別紙

※ ①、②のいずれかより選択


